
 

 

 

 

 

 

 

第３章 基本的な考え方 
  



 

 

 

 



第３章 基本的な考え方 

13 

１ 目指すべき姿 

 

本市は、古くから武蔵野の豊かな自然環境に根づいた歴史文化があり、川越街道や

新河岸川などを利用し人々の交流が盛んでした。現在も、新しい都市空間の中で市民

の活発な活動が行われ、多様性のあるまちとして発展しています。 

本計画では、目指すべき姿を「想い出と未来がつながるまち ふじみ野～人々の心

が交流し 文化を創造する～」としました。 

想い出は、一人ひとりの特別な体験や経験、日常の生活で見聞きする風景や音、感

じる香りなどから育まれます。これらは個人的なものですが、一人ひとりの想い出が

重なりあい共有されていくことで、このまちの文化やふるさと意識が育まれ、シビッ

クプライド5が醸成されます。 

本計画は、このように文化芸術を通じて人々の心が交流し、本市の独自性や貴重な

存在価値が形成されていく中で、魅力ある新たなふじみ野らしさの創造を目指します。 

 

  

                                                   

5 シビックプライド（civic pride）：個人個人が都市（市区町村、商店街、沿線など）に抱く誇りや愛

着のこと。一人ひとりが都市を構成する一員であるという当事者意識を持って自発的にまちづくり

に参加することや都市をより良いものにするための取組に積極的に関わることが大切とされる。 
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２ 目指すべき姿を達成するための視点 

 

「目指すべき姿」の実現に向けて、次の３つを計画の各施策を貫く共通の視点とし

て取り組んでいきます。 

 

■目指すべき姿を達成するための３つの視点 

 

 

 

『魅力の発見と発信でより魅力的なまちへ』 

 

本市は「住みやすさ」が埼玉県第１位6の評価を受けています。利便性や都

心に近く、自然が豊かである点などが評価されています。 

一方で、市民からは「ふじみ野らしさ」や「誇れるもの」がほしいといった

独自性を求める声があがっています。本市が持つ多様な文化資源、豊かな緑、

美しい景観、古くから伝わる伝統芸能など、多くの魅力に磨きをかけ、その

魅力を発見・発信することで、観光や産業の振興、地域の活性化につなげ、よ

り魅力的な都市として、新たな「ふじみ野」を創造していきます。 

  

                                                   

6 2016年東洋経済「住みよさランキング」ふじみ野市は関東第16位 

魅力
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参加
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うまれるまちへ
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『多様性を活かし可能性を広げるまちへ』 

近年、本市は、首都圏のベッドタウンとして発展し、子育て世帯が増加して

います。 

また、高齢化や核家族化、地域のつながりの希薄化などに伴い、支援を必要

とする高齢者や障がい者も増加傾向にあります。特に、本市では高齢者施設

が増加しており、市外から高齢者施設に入所する高齢者も増加しています。 

さらに外国籍市民が増加し、多様な市民が暮らすまちが形成されています。 

このように多様な背景を持つ市民が、文化芸術をきっかけとするコミュニ

ケーションを通じて、お互いを理解し合い、お互いの多様性を活かすことで、

まちの可能性を広げていきます。 

 

 

 

『参加することで愛着と想い出がうまれるまちへ』 

 

人は興味や関心のあるものに愛着を抱きます。 

興味や関心のあることに主体的に関わることで、大切な想い出が生まれま

す。また、自分以外の誰かと何かを成し遂げることで、大切な想い出を共有

することができます。それは誰にとっても、かけがえのないものであり、ま

ちへの愛着につながります。 

文化芸術を通して、地域で互いに協力し、活動に参加することで、まちへの

愛着、ふるさと意識を育みます。自分の住むまちを誇りに思う気持ちが、こ

のまちをよくしていきたいという想いにつながり、まちづくりへの創造的で

活動的な輪を広げていきます。 
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３ 施策体系 

 

本市では、ふじみ野市文化・スポーツ振興条例（資料編72,73頁参照）の基本理念

及び基本施策を具体的に取り組むために４つの基本方針を定め、目指すべき姿（13頁

参照）の実現に向け、「魅力・多様性・参加」の３つの視点（14頁参照）を踏まえ、

施策を展開します。なお、基本方針は市民がイメージしやすい表現を用いて作成しま

した。 

 

 

 

 

  

基本理念 

基本施策 

ふじみ野市文化・スポーツ振興条例 

ふじみ野市文化振興計画 

実行計画 
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文化振興施策 

基本方針 施策の方向性 施策 

１ 
つどう 
であう 

１ 文化芸術の場の
充実 

１ 利用しやすい文化施設づくり 

２ 身近な文化芸術の場づくり 

２ 多様な文化芸術
にであう機会と
多様な市民の交
流促進 

１ 文化芸術の鑑賞・体験・発表の機会の充実 

２ まちなかで文化芸術にであう機会の提供 

３ 文化芸術を通した多様な市民の交流促進 

２ 
みつける 
いかす 

 
 

 

１ ふじみ野の魅力
の発見・発信と
地域活性化 

１ 文化的な魅力の発見・発信 

２ 文化芸術を活かした地域活性化 

２ 文化芸術情報の
発信 

１ 多様な情報の発信と活用 

３ 
はぐくむ 
ささえる 

１ 新たな文化の創
造を担う子ども
の文化芸術活動
の支援 

１ 子どもたちが様々な文化芸術活動に触れる機会の充実 

２ 子どもたちの継続的な文化芸術活動への参加機会の充実 

２ 市民と文化芸術
をつなぐ人材の
育成・支援 

１ 市民と文化芸術をつなぐ人材や団体の育成 

２ 文化芸術を身近に感じる取組への支援 

４ 
つなぐ 
つたえる 

１ ふじみ野の歴史
を知り、未来に
つなぐ 

１ ふじみ野市の歴史・文化財に親しむ機会の充実 

２ 指定文化財等の調査・保存・活用の推進 

２ 自然と歴史が調
和した景観の創
出 

１ 自然を学び保全する活動の推進 

２ 歴史的建造物の保存と周辺環境の保全 

３ 新たな都市景観と調和した緑の創出 

文化芸術に 
よる 

交流の促進 

文化的な魅力
の発見と活用 

文化の担い手
の育成 

地域文化の 
次世代への 
継承と発展 


